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高い濃度の放射性セシウムが付着した米について

１ いわき市

（１）検査対象

旧磐崎村の生産者（１戸）が生産した玄米（ふるい下米）

（２）検査結果

検査区分 検査実施数 検査結果

全量全袋検査 ２５６袋 スクリーニングレベル超 １袋

（10/11～10/13） スクリーニングレベル以下 ２５５袋

ゲルマニウム半導体 １袋 洗浄前の検体 ３３，８４，９９Bq/kg※１

検出器での検査 洗浄後の検体 ２３Bq/kg※２

※１ 同一米袋から３検体を採取して測定

※２ ３検体を混合して１検体を採取し測定

（３）原因

いわき市の生産者は、双葉町から許可を得て持ち出したもみすり機を使用して米の

調製を行っており、今回検査した米は、このもみすり機を使用して初めて調製を行っ

たロットから発生したふるい下米であった。

もみすり機による汚染が疑われたことから、米を洗浄して検査した結果、放射性セ

シウムの濃度は大きく低下した。

このため、もみすり機の清掃が十分でなかったことにより、もみすり機に存在して

いた放射性セシウムが玄米に付着したことが原因であることが分かった。

２ 南相馬市

（１）検査対象

旧太田村の生産者（１戸）が生産した玄米

（２）検査結果

検査区分 検査実施数 検査結果

全量全袋検査 １５袋 スクリーニングレベル超 １袋

スクリーニングレベル以下 １４袋

ゲルマニウム半導体 １袋 洗浄前の検体 １１０Bq/kg

検出器での検査 洗浄後の検体 １７Bq/kg



（３）原因

南相馬市の生産者が生産した米は、前年使用していない農機具を使用して乾燥・調

製を行っており、放射性物質の濃度が高かったものが１袋のみであったことから、農

機具による汚染が疑われたため、米を洗浄して検査した結果、放射性セシウムの濃度

は大きく低下した。

これらの結果から、農機具等の清掃が十分でなかったことにより、農機具に存在し

ていた放射性セシウムが玄米に付着したことが原因であることが分かった。

３ 対応

基準値を超過していないが、生産者は当該米袋を廃棄することとしている。




